
市営葬儀をご利用できる方
・死亡者または喪主が茨木市に住民登録されている方
斎場（告別式場）で執り行える葬儀は、市営葬儀に限ります。

万一ご不幸がありましたら、市民課（TEL 072-622-8121 代表）
までご連絡ください。

業務時間 8:45-17:15（年始を除く）

市営葬儀のポイント

・会場使用料
・納棺、葬祭用品等の供与
・祭壇の飾付け
・葬儀（通夜・告別式）進行 （通夜式は斎場式のみ）
・霊柩車（戸建の自宅からなどの出棺に限る）
・火葬の執行
＊死亡者が死亡時、本市住民でなかった場合には、
　使用料は概ね 2倍となります。

・告別式を行わない火葬のみの直葬も可能
　です。

・宗教・宗派を問わずご利用いただけます。

多様なスタイルに対応
・火葬場併設のため、移動の負担がなく安
　心です。

・大人数から少人数まで対応した、告別式
　場 4会場がございます。

快適な時間と空間

・無駄を省いたシンプルな葬儀を推奨してい
　ます。
・料金体系が明確です。

安心の低価格

業務時間外は守衛室対応（順番取り）となり、翌日、職員が受付
順に日程調整をさせていただきます。

市営葬儀の料金に含まれるもの 含まれないもの

・遺影写真、ドライアイス
・宗教者（寺院等）へのお礼、供花、料理、会葬者への
　お礼の品など
・病院から自宅等までのご遺体搬送料
・その他

具体的な内容や条件につきましては、茨木市市民課、
または市営葬儀対応の事業者にお問合せくだい。

申し込み方法

・駐車場完備
・阪急茨木市駅より北へ約950m
・JR総持寺駅より南西へ約900m

好アクセス

茨木市市民課　TEL 072-620-1645（直通）｜事前相談も承ります｜


